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平
成
29
年
度
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
の
入
園
申
請
が
始
ま
り
ま
す

　

来
年
４
月
以
降
、
市
内
の
保
育
園
お
よ
び
認
定
こ
ど
も
園
（
羽
茂
保
育
園
の
み
）
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
の
利
用

が
可
能
な
児
童
（
２・３
号
認
定
）

　

保
護
者
が
働
い
て
い
る
な
ど
、
保
育
を

必
要
と
す
る
児
童

入
園
手
続
き
に
つ
い
て

新
規
入
園
を
希
望
す
る
方

　

入
園
申
し
込
み
と
同
時
に
、
保
育
の
必

要
性
と
必
要
量
の
認
定
申
請
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

保
育
の
必
要
性
と
必
要
量
の
認
定
と
は
、

保
育
が
必
要
な
事
由
（
就
労
な
ど
）
に
該

当
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

庭
の
就
労
実
態
等
に
応
じ
て
、
保
育
の
必

要
量
（
保
育
時
間
）
を
認
定
す
る
も
の
で

す
。
保
育
の
必
要
量
は
、
保
育
短
時
間
認

定
（
８
時
間
以
内
の
利
用
）
と
保
育
標
準

時
間
認
定
（
11
時
間
以
内
の
利
用
）
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

※
そ
れ
ぞ
れ
延
長
保
育
の
利
用
は
可
能
で
す
。

　
「
認
定
申
請
書
」
と
「
保
育
園
入
園
申

込
書
」
は
10
月
20
日
㈭
以
降
、
各
保
育

園
、
市
役
所
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
に
設
置
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
準
備

す
る
予
定
で
す
。
保
育
園
利
用
希
望
の
方

は
、
認
定
申
請
書
、
入
園
申
込
書
と
併
せ
、

保
育
を
必
要
と
す
る
証
明
書
類
（
就
労
証

明
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

継
続
入
園
を
希
望
す
る
方

　

継
続
入
園
を
希
望
の
方
は
、
11
月
以
降
、

現
在
通
っ
て
い
る
保
育
園
を
通
じ
て
継
続

入
園
用
の
申
込
用
紙
を
配
布
し
ま
す
の
で

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

認
定
こ
ど
も
園
の
授
業
を
受
け
る
事

が
可
能
な
児
童
（
１
号
認
定
）

　

３
歳
以
上
で
幼
児
教
育
を
希
望
す
る
児

童※�

平
成
29
年
４
月
か
ら
羽
茂
保
育
園
が
認
定
こ

ど
も
園
に
な
る
予
定
で
す
。幼
児
教
育
を
希
望

さ
れ
ま
す
児
童（
１
号
認
定
）に
つ
い
て
は
、直

接
羽
茂
保
育
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

　

11
月
１
日
㈫
～
11
月
30
日
㈬

利
用
者
負
担
額 

（
保
育
料
・
授
業
料
）
に
つ
い
て

　

保
育
料
は
、
保
護
者
等
の
課
税
状
況
に

応
じ
て
算
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
、

同
時
在
園
の
二
子
目
以
降
お
よ
び
在
園
児

の
兄
姉
が
小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
の

年
齢
の
範
囲
に
い
る
場
合
、
在
園
児
は
無

料
に
な
り
ま
す
。

認
定
証
の
交
付
と
入
園
承
諾

　

受
付
期
間
に
認
定
申
請
が
あ
っ
た
方
に

は
、
申
請
か
ら
30
日
以
内
に
、
保
育
の
必

要
性
と
必
要
量
の
「
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。
ま
た
、
入
園
申
込
の
承
諾
に
つ
い

て
は
、
平
成
29
年
２
月
上
旬
（
予
定
）
に

承
諾
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※�

保
育
の
実
施
基
準
に
該
当
し
な
い
た
め
、認
定

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、希
望
者

多
数
で
保
育
園
の
定
員
を
超
え
る
な
ど
の
場
合
、

保
育
の
必
要
性
の
事
由
に
よ
っ
て
は
、希
望
の
保

育
園
を
利
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

予
め
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
社
会
福
祉
課　

子
育
て
支
援
室

　

保
育
係　

☎
63
―
５
１
１
３

　

ま
た
は
、
各
保
育
園

利
用
者
負
担
額（
保
育
料
）の
納

付
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

の
ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す

　

口
座
振
替
は
、
指
定
さ
れ
た
金
融

機
関
の
口
座
か
ら
、
納
期
限
の
日
に

自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
、
便
利
で

確
実
な
制
度
で
す
。
口
座
振
替
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
各
金
融
機
関
、
市

役
所
社
会
福
祉
課
、
各
支
所
・
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
て
あ

り
ま
す
申
込
用
紙
に
、
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
金
融
機
関
届
出
印
を
押

印
し
、
利
用
さ
れ
る
金
融
機
関
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
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